
号

外

二�
令

和

元

年

九

月
三
十
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税

の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

告

示

○
岐
阜
県
家
畜
人
工
授
精
用
凍
結
精
液
等
配
布
規
程
の
一
部
改
正
(

農

政

課)

二

訓

令

甲

○
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
税

務

課)

三

規

則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
四
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

地
方
税
共
同
機
構
に
よ
る
特
定
徴
収
金
の
払
込
み)

第
十
二
条
の
四

地
方
税
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
。
以
下｢

施
行
令｣

と

い
う
。)

第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
税
共
同
機
構
が
法
第
七
百
四
十
七
条
の
五

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
徴
収
金
を
県
に
払
い
込
む
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
号
様
式
に
よ

る
県
税
現
金
納
付
書
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中｢

地
方
税
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
。
以
下｢

施

行
令｣

と
い
う
。)｣

を｢

施
行
令｣

に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
の
六
の
見
出
し
中｢

農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
等｣

を｢

農
地
中
間
管
理
機
構｣

に

改
め
る
。

第
八
十
三
条
の
五(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

納
付
義
務｣

を｢

納
税
義
務｣

に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
の
見
出
し
中｢

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
の
代
替
自
動
車
の
取
得
に
係
る
自
動

車
取
得
税｣

を｢
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
代
替
自
動
車
等
に
対
す
る
自
動
車
税
の
環
境

性
能
割｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

附
則
第
二
十
三
条
第
一
項｣

を｢

附
則
第
二
十
五
条
第
一
項｣

( ) 令和元年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
元
年
九
月
三
十
日



に
、｢

自
動
車
取
得
税｣

を｢

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割｣

に
改
め
、｢

他
の
自
動
車｣

の
下
に｢(

条

例
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
限
る
。)｣

を
加
え
、｢

対
象
区
域
内
自
動
車｣

を｢

対

象
区
域
内
自
動
車
等｣

に
、｢

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車｣

を｢

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自

動
車
等｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

附
則
第
二
十
三
条
第
三
項｣

を｢

附
則
第
二
十
五
条
第
三
項｣

に
、｢

自
動
車
取
得
税｣

を｢

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

附
則
第
五
十

二
条
第
五
項｣

を｢
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
五
項｣

に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
見
出
し
中｢
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
の
代
替
自
動
車
の
取
得
に
係
る
自
動

車
税｣

を｢

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
代
替
自
動
車
等
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

附
則
第
二
十
五
条
第
一
項｣

を｢

附
則
第
二
十
六
条
第
一
項｣

に
、｢

自

動
車
税
の｣

を｢

自
動
車
税
の
種
別
割
の｣
に
、｢

条
例
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項｣

を｢

前
条
第
一

項｣

に
改
め
、｢

(

条
例
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
限
る
。)｣

を
削
り
、｢

対
象
区
域

内
自
動
車｣

を｢

対
象
区
域
内
自
動
車
等｣

に
、｢
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車｣

を｢

対
象
区

域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

附
則
第
二
十
五
条
第
三
項｣

を｢

附
則
第

二
十
六
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

様
式
目
次
中｢

及
び
第
十
二
条
の
三｣

を｢

、
第
十
二
条
の
三
及
び
第
十
二
条
の
四｣

に
、｢

自
動

車
の
返
還
に
よ
る
自
動
車
税
環
境
性
能
割
還
付(

納
付
義
務
免
除)
申
請
書｣

を｢

自
動
車
の
返
還
に

よ
る
自
動
車
税
環
境
性
能
割
還
付(

納
税
義
務
免
除)

申
請
書｣

に
、｢
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自

動
車
の
代
替
自
動
車
の
取
得
に
係
る
自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
の
納
税
義
務
免
除(

還
付)

申
請
書｣

を｢

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
代
替
自
動
車
等
に
対
す
る
自
動
車
税(
環
境
性
能
割
・
種

別
割)

の
納
税
義
務
免
除(

還
付)

申
請
書｣

に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
中｢第

12条
の
３
｣

を｢第
12条
の
３
､
第
12条
の
４
｣

に
改
め
る
。

第
百
三
号
の
五
様
式
中｢自

動
車
の
返
還
に
よ
る
自
動
車
税
環
境
性
能
割
還
付
(納
付
義
務
免
除
)

申
請
書
｣

を｢自
動
車
の
返
還
に
よ
る
自
動
車
税
環
境
性
能
割
還
付
(納
税
義
務
免
除
)
申
請
書
｣

に
、

｢納
付
義
務
の
免
除
｣

を｢納
税
義
務
の
免
除
｣

に
改
め
る
。

附
則
別
記
第
七
号
様
式
中｢対

象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
の
代
替
自
動
車
の
取
得
に
係
る
自
動

車
取
得
税
・
自
動
車
税
の
納
税
義
務
免
除
(還
付
)
申
請
書
｣

を｢対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車

等
の
代
替
自
動
車
等
に
対
す
る
自
動
車
税
(環
境
性
能
割
・
種
別
割
)
の
納
税
義
務
免
除
(還
付
)
申

請
書
｣

に
、｢対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
に
｣

を｢対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
｣

に
、｢普
通
・
小
型
・
軽
｣

を｢普
通
・
小
型
｣

に
、｢自

動
車
持
出
困
難
区
域
｣

を｢自
動
車
等
持
出

困
難
区
域
｣

に
、｢下

さ
い
｣

を｢く
だ
さ
い
｡
｣

に
、｢附

則
第
52条
第
１
項
｣

を｢附
則
第
53条
の

２
第
１
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
二
号
中｢対

象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
｣

を｢対
象
区
域

内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
三
号
中｢自

動
車
取
得
税
｣

を｢自
動
車
税
の

環
境
性
能
割
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
十
三
条
の
六
の
改
正
規
定
は
、

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
五
号

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則(

平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
中｢第

10条
第
６
項
第
４
号
｣

を｢第
10条
第
７
項
第
６

号
｣

に
、｢第

42条
の
４
第
６
項
第
４
号
｣

を｢第
42条
の
４
第
８
項
第
７
号
｣

に
、｢第

68条
の
９
第

６
項
第
４
号
｣

を｢第
68条
の
９
第
８
項
第
６
号
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

岐
阜
県
家
畜
人
工
授
精
用
凍
結
精
液
等
配
布
規
程(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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令
和
元
年
十
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第
四
条
の
表
黒
毛
和
種
種
雄
牛
の
精
液
の
部
後
代
検
定
が
終
了
し
た
黒
毛
和
種
種
雄
牛(

以
下｢

特

別
牛｣

と
い
う
。)
の
項
中｢

一
、
三
五
〇｣

を｢

一
、
三
八
〇｣

に
改
め
、
同
部
特
別
牛
の
中
で
優

秀
な
も
の(

以
下｢
特
優
牛｣

と
い
う
。)

の
項
中｢

二
、
〇
〇
〇｣

を｢

二
、
〇
四
〇｣

に
改
め
、

同
部
特
別
牛
又
は
特
優
牛
以
外
の
も
の
の
項
中｢

九
二
〇｣

を｢

九
四
〇｣

に
改
め
、
同
表
体
外
受
精

卵
の
部
中｢

七
、
六
一
〇｣

を｢
七
、
七
五
〇｣

に
改
め
、
同
表
広
域
後
代
検
定
事
業
に
係
る
共
同
利

用
種
雄
牛
と
し
て
県
外
利
用
さ
れ
る
精
液
の
部
中｢

三
、
九
九
〇｣

を｢

四
、
〇
六
〇｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
六
号

総

務

部

出
納
事
務
局

各
県
税
事
務
所

自
動
車
税
事
務
所

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中｢

第
百
九
条｣

を｢

第
百
十
九
条｣

に
、｢

第
七
節

自
動
車
取
得
税(

第
百
十
条
―
第
百

第
七
節
の
二

軽
油
引
取
税(

第
百
二
十
条
―

十
九
条)

第
百
二
十
五
条
の
十
五)
｣

を｢

第
七
節

軽
油
引
取
税(

第
百
二
十
条
―
第
百
二
十
五
条
の
十
五)｣

に
改
め
る
。

第
一
条
第
三
項
中｢

第
十
六
条
第
一
項
、｣

、｢

、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
条
及
び
第
七
十
一
条｣

及

び｢

自
動
車
取
得
税
又
は｣

を
削
り
、｢

賦
課
徴
収
並
び
に｣

を｢

賦
課
徴
収
及
び｣

に
、｢

条
例
第
二

条
の
二
第
四
項
第
一
号｣

を｢

、
条
例
第
二
条
の
二
第
四
項
本
文｣

に
改
め
、｢

飛�
県
税
事
務
所
長｣

と
い
う
。)

に
委
任
さ
れ
て
い
る
事
項｣

の
下
に｢(

同
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。)｣

を
加
え
、｢

同
条
第
四
項
第
三
号｣

を｢

同
条
第
四
項
本
文｣

に
改
め
、｢

岐
阜
県
税
事
務
所
長｣

と
い

う
。)

に
委
任
さ
れ
て
い
る
事
項｣

の
下
に｢(

条
例
第
二
条
の
二
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
限

る
。)｣

を
加
え
、｢

条
例
第
二
条
の
二
第
四
項
第
四
号｣

を｢

同
条
第
四
項
本
文｣

に
改
め
、｢

自
動
車

税
事
務
所
長｣

と
い
う
。)

に
委
任
さ
れ
て
い
る
事
項｣

の
下
に｢(

同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
限

る
。)｣

を
加
え
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中｢

一
に｣

を｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、｢

自
動
車
取
得
税
及
び｣

を
削
り
、

同
条
第
三
項
中｢

自
動
車
取
得
税
及
び｣

を
削
る
。

第
二
十
七
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中｢

自
動
車
税｣

を｢

自
動
車
税
の
種
別
割｣

に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
中｢

一
に｣

を｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

自
動
車
税｣

を

｢

自
動
車
税
の
種
別
割｣

に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
第
一
項
中｢

自
動
車
取
得
税
又
は｣

を
削
る
。

第
二
章
第
七
節
の
節
名
を
削
る
。

第
百
十
条
か
ら
第
百
十
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
条
か
ら
百
十
九
条
ま
で

削
除

第
二
章
第
七
節
の
二
を
同
章
第
七
節
と
す
る
。

第
百
二
十
六
条
の
見
出
し
を｢(

種
別
割
に
係
る
課
税
免
除
自
動
車
の
承
認
等)｣

に
改
め
、
同
条
第

一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

規
定
に
よ
り｣

を｢

規
定
に
よ
る｣

に
、｢

課
税
免
除｣

を｢

課
税

免
除
自
動
車
の
承
認｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同

条
第
四
項
中

｢

課
税
免
除
を
承
認｣

を

｢

課
税
免
除
自
動
車
の
承
認
を｣

に
、｢

課
税
免
除
の｣

を

｢

課
税
免
除
自
動
車
の｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
九
条
を
加
え
る
。

(

環
境
性
能
割
の
課
税
に
つ
い
て
の
調
査)

第
百
二
十
六
条
の
二

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
環
境
性
能
割
の
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書(

以
下
こ

の
節
に
お
い
て｢
申
告
書｣

と
い
う
。)

の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
、

環
境
性
能
割
の
申
告
書
の
提
出
が
な
い
と
き
、
環
境
性
能
割
に
係
る
更
正
の
請
求
書
の
提
出
が
あ
つ
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た
と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
自
動
車
の
取
得
価
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
調
査

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

環
境
性
能
割
に
係
る
更
正
若
し
く
は
決
定
又
は
加
算
金
の
決
定)

第
百
二
十
六
条
の
三

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
環
境
性
能
割
の
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
課
税
標
準
額
又
は
税
額
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
調
査
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
と
き
は
、

直
ち
に
、
更
正
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
環
境
性
能
割
の
申
告
書
の
提
出
が
な
い
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り

調
査
し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
き
、
直
ち
に
、
決
定
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
更
正
又
は
決
定
を
し
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
課

税
標
準
額
又
は
税
額
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
調
査
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、

直
ち
に
、
更
正
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
又
は
決
定
の
決
議
は
、
別
記
第
二
百
三
十
九
号
の
二
様
式
に
よ
る
自

動
車
税
環
境
性
能
割
更
正
・
決
定
等
決
議
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
決
議
書
に
は
、
別
記
第
二
百
三
十
九
号
の
三
様
式
に
よ
る
明
細
表
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
環
境
性
能
割
に
係
る
過
少
申
告
加
算
金
、
不
申
告
加
算
金
又
は
重
加
算

金
の
決
定
を
す
る
と
き
は
、
別
記
第
二
百
三
十
九
号
の
二
様
式
に
よ
る
自
動
車
税
環
境
性
能
割
更
正
・

決
定
等
決
議
書
に
よ
り
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
決
議
書
に
は
、

別
記
第
二
百
三
十
九
号
の
三
様
式
に
よ
る
明
細
表
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
規
則
第
八
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
環
境
性
能
割
に
係
る
更
正
の
請

求
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
請

求
書
に
よ
り
更
正
を
し
な
い
旨
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

環
境
性
能
割
の
更
正
又
は
決
定
の
通
知
書
等)

第
百
二
十
六
条
の
四

規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
環
境
性
能
割
の
更
正
又
は
決
定
の
通
知
書
等
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
の
と
お
り
調
整
し
て
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

環
境
性
能
割
の
更
正
・
決
定(

加
算
金
決
定)

等
通
知
書

別
記
第
二
百
三
十
九
号
の
四
様
式

二

環
境
性
能
割
の
加
算
金
決
定
等
通
知
書

別
記
第
二
百
三
十
九
号
の
五
様
式

２

法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
は
、
そ
の

旨
を
前
条
第
六
項
の
請
求
書
の
副
本
に
記
載
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

環
境
性
能
割
の
申
告
是
認)

第
百
二
十
六
条
の
五

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
環
境
性
能
割
の
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
課
税
標
準
額
及
び
税
額
が
第
百
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
調
査
し
た
と
こ
ろ
と
異

な
ら
な
い
と
き
は
、
別
記
第
二
百
三
十
九
号
の
六
様
式
に
よ
る
申
告
是
認
調
書
に
よ
り
申
告
是
認
の

整
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
是
認
の
整
理
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
告
書

の
余
白
に
必
要
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

譲
渡
担
保
財
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
の
免
除
等)

第
百
二
十
六
条
の
六

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
規
則
第
八
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
税

義
務
免
除
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
に
よ
り
納
税
義
務
の
免
除
に
つ
い
て
決

議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

規
則
第
八
十
三
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
義
務
の
免
除
の
通
知
は
、
そ
の
旨
を
前
項
の

申
請
書
の
副
本
に
記
載
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
条
例
第
七
十
二
条
の
十

五
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
性
能
割
の
徴
収
猶
予
及
び
そ
の
取
消
し
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

(

自
動
車
の
返
還
が
あ
つ
た
場
合
の
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
の
免
除)

第
百
二
十
六
条
の
七

前
条
第
一
項
の
規
定
は
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
義

務
免
除
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
、
前
条
第
二
項
の
規
定
は
規
則
第
八
十
三
条
の
五

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
義
務
の
免
除
の
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

環
境
性
能
割
の
減
免)

第
百
二
十
六
条
の
八

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
規
則
第
八
十
三
条
の
七
第
五
項
、
第
八
十
三
条
の
八

第
三
項
、
第
八
十
三
条
の
九
第
十
二
項
又
は
第
八
十
三
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
減
免
申
請
書

の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
に
よ
つ
て
減
免
に
つ
い
て
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

規
則
第
八
十
三
条
の
七
第
六
項(

規
則
第
八
十
三
条
の
八
第
四
項
、
第
八
十
三
条
の
九
第
十
四
項

又
は
第
八
十
三
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
そ

の
旨
を
前
項
の
申
請
書
の
副
本
に
記
載
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
条
例
第
七
十
二
条
の
十
七
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る

者
か
ら
規
則
第
八
十
三
条
の
九
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
減
免
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、

条
例
第
七
十
二
条
の
十
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
規
則
第
八
十
三
条
の
九
第
十
三
項
に

規
定
す
る
書
類
に
別
記
第
二
百
三
十
九
号
の
七
様
式
に
よ
る
減
免
申
請
済
印
を
押
印
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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(
環
境
性
能
割
申
告
書
の
整
理)

第
百
二
十
六
条
の
九

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
環
境
性
能
割
の
申
告
書
を
申
告
日
ご
と
に
整
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

種
別
割
の
納
税
義
務
者
の
調
査)

第
百
二
十
六
条
の
十

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
道
路
運
送
車
両
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十

五
号)

第
七
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
若
し
く
は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
新
規
登

録
、
変
更
登
録
、
移
転
登
録
若
し
く
は
抹
消
登
録
の
申
請
が
あ
つ
た
自
動
車
又
は
同
法
第
十
四
条
の

規
定
に
よ
る
登
録
番
号
の
変
更
が
あ
つ
た
自
動
車
に
対
す
る
種
別
割
の
課
税
に
必
要
な
事
項
に
つ
い

て
、
条
例
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
が
あ
つ
た
種
別
割
申
告
書
そ
の
他
の
関
係
資
料

(

電
磁
的
記
録
を
含
む
。)

に
よ
つ
て
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
種
別
割
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
百
二
十
七
条
第
二
項
中｢

自
動
車
税
の｣
を｢
種
別
割
の｣

に
改
め
る
。

第
百
二
十
八
条
の
見
出
し
中｢

自
動
車
税｣

を｢
種
別
割｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

自
動
車
税

に｣

を｢

種
別
割
に｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中｢

自
動
車
税｣

を｢

種
別
割｣

に
改
め
、
同
項
第
二

号
中｢

定
め
る｣

を｢

掲
げ
る｣

に
、｢

自
動
車
税｣

を｢
種
別
割｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

、

損
壊｣

を
削
り
、｢

存
在
し
な
い
場
合｣

の
下
に

｢

、
損
壊
に
よ
り
修
理
不
能
と
な
つ
た
場
合｣

を
、

｢

存
在
し
な
く
な
つ
た
日｣

の
下
に

｢

、
修
理
不
能
と
な
つ
た
日｣
を
加
え
、｢

自
動
車
税
を｣

を

｢

種
別
割
を｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

自
動
車
税
の｣

を｢

種
別
割
の｣
に
、｢

自
動
車
税
賦
課

決
定
等
決
議
書｣

を｢

自
動
車
税
種
別
割
賦
課
決
定
等
決
議
書｣

に
、｢

別
記
第
二
百
二
十
六
号
様
式｣

を｢

別
記
第
二
百
三
十
九
号
の
三
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

自
動
車
税
賦
課
決
定
等
決
議
書｣

を｢

自
動
車
税
種
別
割
賦
課
決
定
等
決
議
書｣

に
、｢

別
記
第
二
百
二
十
六
号
様
式｣
を｢
別
記
第
二

百
三
十
九
号
の
三
様
式｣

に
改
め
る
。

第
百
三
十
一
条
の
見
出
し
中｢

自
動
車
税｣

を｢

種
別
割｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

自
動
車
税

の｣

を｢

種
別
割
の｣

に
、｢

自
動
車
税
賦
課
決
定
等
決
議
書｣

を｢

自
動
車
税
種
別
割
賦
課
決
定
等

決
議
書｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

自
動
車
税
の｣

を

｢

種
別
割
の｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

自
動
車
税
賦
課
決
定
等
決
議
書｣

を｢

自
動
車
税
種
別
割
賦
課
決
定
等
決
議
書｣

に
改
め
、
同
条
第

三
項
中｢

自
動
車
税
の｣

を｢

種
別
割
の｣

に
、｢

自
動
車
税
賦
課
決
定
等
決
議
書｣

を｢

自
動
車
税

種
別
割
賦
課
決
定
等
決
議
書｣

に
、｢

別
記
第
二
百
二
十
六
号
様
式｣

を｢

別
記
第
二
百
三
十
九
号
の

三
様
式｣

に
改
め
る
。

第
百
三
十
二
条
の
見
出
し
中｢

自
動
車
税｣

を｢

種
別
割｣

に
改
め
、
同
条
中｢

自
動
車
税
の｣

を

｢

種
別
割
の｣

に
改
め
る
。

第
百
三
十
三
条
第
一
項
中｢

第
八
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り｣

を｢

第
八
十
三
条
の
十
一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
八
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る｣

を

｢

第
八
十
三
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る｣

に
改
め
る
。

第
百
三
十
四
条
の
見
出
し
中｢

自
動
車
税
納
税
証
明
書｣

を｢

種
別
割
納
税
証
明
書｣

に
改
め
、
同

条
第
二
項
中｢

自
動
車
税
の｣

を｢

種
別
割
の｣

に
、｢

自
動
車
税
に｣

を｢

種
別
割
に｣

に
改
め
る
。

第
百
三
十
五
条
の
見
出
し
中｢

自
動
車
税｣

を｢

種
別
割｣

に
改
め
、
同
条
中｢

第
百
十
八
条｣

を

｢

第
百
二
十
六
条
の
八
第
一
項｣

に
、｢

、
規
則
第
八
十
七
条
第
二
項
、
第
八
十
七
条
の
二
第
二
項
、

第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
又
は
第
八
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
減
免
申
請
書
の
提

出
が
あ
つ
た
場
合｣

を｢

規
則
第
八
十
七
条
第
二
項
、
第
八
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
八
十
七
条
の
三

第
五
項
又
は
第
八
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
減
免
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
、

第
百
二
十
六
条
の
八
第
二
項
の
規
定
は
規
則
第
八
十
七
条
第
三
項
、
第
八
十
七
条
の
二
第
四
項
、
第
八

十
七
条
の
三
第
八
項
又
は
第
八
十
七
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
八
十
三
条
の
七
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
、
第
百
二
十
六
条
の
八
第
三
項
の
規
定
は
条
例
第
八
十
五
条
の
二
第

一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
規
則
第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
減
免
申
請
書
の
提
出
が

あ
つ
た
場
合｣

に
改
め
、｢

準
用
す
る｣

の
下
に｢

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
二
十
六
条
の
八
第

三
項
中｢

第
七
十
二
条
の
十
七
第
五
項｣

と
あ
る
の
は｢

第
八
十
五
条
の
二
第
四
項｣

と
、｢

第
八
十

三
条
の
九
第
十
三
項｣

と
あ
る
の
は｢

第
八
十
七
条
の
三
第
七
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る｣

を

加
え
る
。

第
百
三
十
六
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

自
動
車
税
申
告
書｣

を｢

種
別
割
申
告
書｣

に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
に
見
出
し
と
し
て｢(

不
動
産
取
得
税
の
徴
収
猶
予
等)｣

を
付
す
る
。

附
則
第
四
項
に
見
出
し
と
し
て｢(

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
代
替
自
動
車
等
に
対
す

る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
の
免
除
等)｣

を
付
し
、
同
項
中｢

第
百
十
二
条｣

を｢

第

百
二
十
六
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項｣

に
、｢

附
則
第
二
十
三
条
第
二
項｣

を｢

附
則
第
二
十
五
条

第
二
項｣

に
、｢

附
則
第
五
十
二
条
第
五
項｣

を｢

附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
五
項｣

に
、｢

自
動
車
取

得
税｣

を｢

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割｣

に
、｢

規
則
附
則
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項｣

を｢

条
例

附
則
第
二
十
五
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
に
見
出
し
と
し
て｢(

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
代
替
自
動
車
等
に
対
す

る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
納
税
義
務
の
免
除
等)｣

を
付
し
、
同
項
中｢

附
則
第
二
十
五
条
第
二
項｣

を｢

附
則
第
二
十
六
条
第
二
項｣

に
改
め
、｢

自
動
車
税
の｣

の
下
に｢

種
別
割
の｣

を
加
え
、｢

規
則

附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項｣

を｢

条
例
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
目
次
中｢
自
動
車
税
用｣

を｢

自
動
車
税
種
別
割
用｣

に
、｢

第
百
十
一
条
並
び
に
第
百
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二
十
五
条
の
七
第
一
項｣

を｢

第
百
二
十
五
条
の
七
第
一
項
並
び
に
第
百
二
十
六
条
の
八
第
三
項｣

に
、

｢
第
百
十
一
条
並
び
に
附
則
第
三
項｣

を｢

第
百
二
十
六
条
の
八
第
三
項
並
び
に
附
則
第
三
項｣

に
、

｢

第
百
十
一
条
及
び
第
百
二
十
五
条
の
七
第
一
項｣

を｢

第
百
二
十
五
条
の
七
第
一
項
及
び
第
百
二
十

六
条
の
八
第
三
項｣

に
、｢

自
動
車
税
を｣

を｢

自
動
車
税
種
別
割
を｣

に
、｢

自
動
車
税
徴
収
関
係
書

類
等
引
継(

引
受)
書｣

を｢

自
動
車
税
種
別
割
徴
収
関
係
書
類
等
引
継(

引
受)

書｣

に
、｢

自
動

車
税
課
税
地
異
動
通
知
書｣

を｢

自
動
車
税
種
別
割
課
税
地
異
動
通
知
書｣

に
、｢

自
動
車
税
賦
課
決

定
明
細
表
兼
調
定
明
細
表｣
を

｢

自
動
車
税
種
別
割
賦
課
決
定
明
細
表
兼
調
定
明
細
表｣

に
改
め
、

｢

第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
附
則
第
三
項｣

及
び｢

第
五
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項

並
び
に
附
則
第
三
項｣

の
下
に

｢
、
第
四
項
及
び
第
五
項｣

を
加
え
、｢

法
人
税
額
等
通
知
書｣

を

｢

市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
に
係
る
課
税
標
準
額
等
の
通
知
書｣

に
、

｢

第
二
百
二
十
四
号
様
式

削
除

第
二
百
二
十
五
号
様
式

自
動
車
取
得
税
更
正
・
決
定
等
決
議
書

第
百
十
五
条
第
四
項

及
び
第
五
項

第
二
百
二
十
六
号
様
式

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
賦
課
等
明
細

表

第
百
十
五
条
第
四
項

及
び
第
五
項
、
第
百

二
十
八
条
第
三
項
及

び
第
四
項
並
び
に
百

三
十
一
条
第
三
項

第
二
百
二
十
七
号
様
式

自
動
車
取
得
税
更
正
・
決
定(

加
算
金
決

定)

等
通
知
書

第
百
十
六
条
第
一
項

第
二
百
二
十
八
号
様
式

自
動
車
取
得
税
加
算
金
決
定
等
通
知
書

第
百
十
六
条
第
一
項

第
二
百
二
十
九
号
様
式

自
動
車
取
得
税
申
告
是
認
調
書

第
百
十
七
条
第
一
項

第
二
百
三
十
号
様
式

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
減
免
申
請
済

印

第
百
十
八
条
第
一
項

及
び
第
百
三
十
五
条｣

を

｢

第
二
百
二
十
四
号
様
式
か

ら
第
二
百
三
十
号
様
式
ま

に
、

で

削
除

｣

｢

第
二
百
三
十
九
号
様
式

自
動
車
税
課
税
免
除
取
消
通
知
書

第
百
二
十
六
条
第
四

項

｣

を

｢

第
二
百
三
十
九
号
様
式

自
動
車
税
種
別
割
課
税
免
除
自
動
車
承
認

第
百
二
十
六
条
第
三

取
消
通
知
書

項

第
二
百
三
十
九
号
の
二
様

式

自
動
車
税
環
境
性
能
割
更
正
・
決
定
等
決

議
書

第
百
二
十
六
条
の
三

第
四
項
及
び
第
五
項

第
二
百
三
十
九
号
の
三
様

式

自
動
車
税(

環
境
性
能
割
・
種
別
割)

賦

課
等
明
細
表

第
百
二
十
六
条
の
三

第
四
項
及
び
第
五
項
、

第
百
二
十
八
条
第
三

項
及
び
第
四
項
並
び

に
第
百
三
十
一
条
第
に
、

三
項

第
二
百
三
十
九
号
の
四
様

式

自
動
車
税
環
境
性
能
割
更
正
・
決
定(

加

算
金
決
定)

等
通
知
書

第
百
二
十
六
条
の
四

第
一
項

第
二
百
三
十
九
号
の
五
様

式

自
動
車
税
環
境
性
能
割
加
算
金
決
定
等
通

知
書

第
百
二
十
六
条
の
四

第
一
項

第
二
百
三
十
九
号
の
六
様

式

自
動
車
税
環
境
性
能
割
申
告
是
認
調
書

第
百
二
十
六
条
の
五

第
一
項

第
二
百
三
十
九
号
の
七
様

式

自
動
車
税
減
免
申
請
済
印

第
百
二
十
六
条
の
八

第
三
項
及
び
第
百
三

十
五
条

｣

｢

自
動
車
税
賦
課
決
定
等
決
議
書｣

を｢

自
動
車
税
種
別
割
賦
課
決
定
等
決
議
書｣

に
改
め
、｢

第
二

百
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に｣

を
削
り
、｢

自
動
車
税
納
税
通
知
書｣

を｢

自
動
車
税
種
別

割
納
税
通
知
書｣

に
、｢

自
動
車
税
増
額
納
税
通
知
書｣

を｢

自
動
車
税
種
別
割
増
額
納
税
通
知
書｣

に
、｢

自
動
車
税
減
額
通
知
書｣

を｢

自
動
車
税
種
別
割
減
額
通
知
書｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
五
号
様
式
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
十
三
号
様
式
中｢第

111条
､
第
125条

の
７
｣

を｢第
125条

の
７
､
第
126条

の
８
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
十
三
号
の
二
様
式
中｢第

111条
｣

を｢第
126条

の
８
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
の
三
様
式
、
別
記
第
十
三
号
の
四
様
式
及
び
別
記
第
十
四
号
様
式
中｢第

111条
､

第
125条

の
７
｣

を｢第
125条

の
７
､
第
126条

の
８
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
そ
の
一
裏
面
中

｢自
動
車
取
得
税
｣

を

｢自
動
車
税
環
境
性
能
割
｣

に
、

｢第
134条

｣

を｢第
173条

｣
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
そ
の
三
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
三
十
八
号
様
式
中｢自

動
車
税
徴
収
関
係
書
類
等
引
継
(引
受
)
書
｣

を｢自
動
車
税
種
別

割
徴
収
関
係
書
類
等
引
継
(引
受
)
書
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
百
三
十
八
号
の
二
様
式
中｢自

動
車
税
賦
課
決
定
明
細
表
兼
調
定
明
細
表
｣

を｢自
動
車
税

種
別
割
賦
課
決
定
明
細
表
兼
調
停
明
細
表
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
四
十
八
号
様
式
、
別
記
第
百
四
十
九
号
様
式
及
び
別
記
第
百
五
十
号
様
式
中｢附

則
第
３

項
｣

を｢附
則
第
３
項
―
附
則
第
５
項
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
五
十
二
号
様
式
そ
の
一
中｢附

則
第
３
項
｣

を｢附
則
第
３
項
､
附
則
第
４
項
｣

に
改
め

る
。別

記
第
百
五
十
二
号
様
式
そ
の
二
中｢第

57条
｣

を｢第
57条
､
附
則
第
５
項
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
六
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和元年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �15



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年９月30日 ( )16



別
記
第
百
六
十
三
号
様
式
付
表
一
中

｢
自
動
車
取
得
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
税

｣

を ｢

軽
油
引
取
税

自
動
車
税
環
境
性
能
割

自
動
車
税
種
別
割

｣

に
、｢

(旧
法
)
自
動
車
取
得
税
｣

を｢
(

旧
法)

(

旧
法)

自
動
車
取
得
税

自
動
車
税

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
六
十
三
号
様
式
付
表
二
か
ら
同
様
式
付
表
七
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和元年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �17
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( ) 令和元年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �19



  

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年９月30日 ( )20



( ) 令和元年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �21



 

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年９月30日 ( )22



 

( ) 令和元年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �23



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年９月30日 ( )24



( ) 令和元年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �25



別
記
第
百
九
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年９月30日 ( )26



別
記
第
二
百
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和元年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �27



別
記
第
二
百
二
十
四
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
百
三
十
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
224号

様
式
か
ら
第
230号

様
式
ま
で
削
除

別
記
第
二
百
三
十
九
号
様
式
中｢自

動
車
税
課
税
免
除
取
消
通
知
書
｣

を｢自
動
車
税
種
別
割
課
税

免
除
自
動
車
承
認
取
消
通
知
書
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
六
様
式
を
加
え
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年９月30日 ( )28



( ) 令和元年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �29
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( ) 令和元年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �31



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年９月30日 ( )32



( ) 令和元年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �33



 

 

別
記
第
二
百
四
十
五
号
様
式
中

｢第
128条

､
｣

を
削
り
、｢自

動
車
税
賦
課
決
定
等
決
議
書
｣

を

｢自
動
車
税
種
別
割
賦
課
決
定
等
決
議
書
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
一
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年９月30日 ( )34



 
 

 
 

 
 

 
 

別
記
第
二
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和元年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �35
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( ) 令和元年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �37



 

 
 

 
 

 
 

 

別
記
第
二
百
四
十
八
号
様
式
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年９月30日 ( )38



 
 

 
 

 
 

 

別
記
第
二
百
四
十
八
号
の
二
様
式
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和元年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �39



附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
は
、
当

分
の
間
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年９月30日 ( )40
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